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衆議院農林水産委員会ニュース 

平成 29.3.8 第 193 回国会第３号 

 

３月８日（水）、第３回の委員会が開かれました。 

 

１ 農林水産関係の基本施策に関する件 

・山本農林水産大臣、松本内閣府副大臣、齋藤農林水産副大臣、馬場厚生労働大臣政務官、細田農林水産大臣政務官

及び政府参考人に対し質疑を行いました。 

 

（質疑者及び主な質疑内容）

宮 路 拓 馬君（自民） 

・特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法に基づき、こ

れまでどのような対策が行われてきたのか。 

・平成 29 年度から新たに実施される中山間地農業ルネッ

サンス事業については、どのような趣旨・内容の事業と

なるのか。 

・我が国の今後の農業政策について、産業政策と地域政策

の両面からどのように展開していくのか、農林水産大臣

の考えを伺いたい。 

 

真 山 祐 一君（公明） 

・農林水産省として、福島イノベーション・コースト構想

にどのように取り組んでいくのか、農林水産大臣の考え

を伺いたい。 

・平成 29 年度に実施予定となっている福島県産農産物等

流通実態調査において、水産物の取扱いはどのように

なっているのか。 

・水産業共同利用施設復興整備事業において設定されてい

る、被災地から仕入れ金額の 50％以上の原材料を調達

するという要件を、現場の実態に即して見直すことはで

きないか。 

 

岡 本 充 功君（民進） 

・農業分野における障害者雇用は、農業者にとっても障害

者を知るための良い機会となることから、事業実施主体

である農業者側だけでなく、雇用される障害者に対して

も何らかの支援を行うべきではないのか。 

・農林水産省が実施している農薬の使用状況の調査につい

て、農薬の適正使用の在り方から見て、調査方法の見直

しを行うべきではないのか。 

・現在の獣医師の数について、農林水産省としては足りて

いるという認識なのか。 

 

小 山 展 弘君（民進） 

・農林水産省として、食育推進協議会の活動をどのように

評価しているのか。また、予算確保や自治体への指導な

ど、今後の対策・政策について、農林水産大臣はどのよ

うに考えているのか。 

・防潮堤の建設に当たり問題となる海岸防風保安林の取扱

いについて、農林水産省としてどのように考えているの

か。 

・国家戦略特区における外国人派遣労働者の農業就労が日

本農業に与える影響について、農林水産大臣はどのよう

に考えているのか。 

 

足 立 康 史君（維新） 

・東京都が豊洲新市場について法令や条例を上回る地下水

基準を定めていることに対して、卸売市場法及び土壌汚

染対策法の観点から農林水産省及び環境省はどのように

考えているのか。 

・卸売市場法において、食の安全・安心の観点から土壌や

地下水の汚染はどのように評価されるのか。 

・東京都における豊洲新市場の土地利用履歴の取扱いにつ

いて農林水産省はどのよう考えているのか。 

 

畠 山 和 也君（共産） 

・主要農作物種子法を廃止する理由として掲げられている

「民間の品種開発意欲を阻害」とは、具体的にはどのよ

うなことか。 

・平成 19 年の規制改革会議地域活性化ワーキンググルー

プで示された「奨励品種制度が民間の新品種の種子開発

の阻害要因となっているとは考えていない」とする農林

水産省の認識が変わったのはなぜか。 

・主要農作物の種子に対する農林水産大臣の認識を伺いた

い。 
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本ニュースは、速報性を重視した概要版として事務局において作成しているものです。 

詳細な内容については会議録を御参照ください。 

重 徳 和 彦君（民進） 

・諫早湾干拓事業の開門問題に係る和解協議に関して農林

水産省が漁業団体の幹部に想定問答を示していたとの報

道について農林水産大臣はどのように認識しているか。 

・検討中の森林環境税（仮称）についてどのような仕組み

が想定されるのか。 

・違法伐採対策の国際的枠組を設けるべきではないか。 

 

 

斉 藤 和 子君（共産） 

・既存添加物の安全性の確認状況はどのようになっている

か。 

・平成８年の「既存天然添加物の安全性評価に関する調査

研究」において「安全性の検討を早急に行う必要はない」

とされたアカネ色素の有害性が確認されたことに鑑み、

既存添加物の安全性を早急に確認すべきではないか。 

・食の安全・安心に対する農林水産大臣の認識を伺いたい。 

 

 

２ 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件 

・北村委員長から趣旨説明を聴取しました。 

・衆議院規則第 48 条の２の規定により内閣の意見を聴取したところ、山本農林水産大臣から「特に異存はない」旨の

発言がありました。 

・採決を行った結果、全会一致をもって起草案を成案とし、これを委員会提出の法律案とすることに決しました。 

（賛成－自民、民進、公明、共産、維新、仲里利信君（無）） 

 

３ 農業機械化促進法を廃止する等の法律案（内閣提出第 22 号） 

  主要農作物種子法を廃止する法律案（内閣提出第 23 号） 

 ・山本農林水産大臣から提案理由の説明を聴取しました。 

 


